


誓約する団体の名称 誓約する団体の代表者⽒名 誓約する団体の役割

４．コンソーシアム構成団体が⾏政機関から受けた指導、命令等に対する措置の状況

団体名 指導等の年⽉⽇ 指導等の内容 団体における措置状況

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

3.コンソーシアム情報

(1)コンソ シアムの有無

コンソ シアムで申請し
ない

コンソーシアムに関する誓約

コンソーシアムに参加する全ての団体（以下、「コンソーシアム構成団体」という）は、幹事団体が資⾦分配団体⼜は活動⽀援団体（以下、「資⾦分配団体等」という）としての助成の申請
なお、誓約内容について相違がなく、これらの誓約等に反したことにより、選定の取り消し等が⾏われることとなっても、異議は⼀切申し⽴てません。

1コンソ アム構成団体は、幹事団体を通じてコンソ アムの実施体制表を提出し、幹事団体が資⾦分配 団体として採択された場合は、 般財団法⼈⽇本⺠間公益活動連携機構との資⾦

２.本誓約書にて誓約をしたコンソーシアム構成団体について、申請締め切り後、コンソーシアム構成団体に変 更があった場合は申請を取り下げます。

3.コンソーシアム構成団体が申請に際して確認した次の（１）〜（４）の事項等

(１)⽋格事由について

(２)公正な事業実施について

(３)規程類の後⽇提出について（※通常枠のみ該当）

(４)情報公開について（情報公開同意書）

4.事業情報の登録・事業県連書類の提出

事業名

九州防災・減災企業連携プロジェクト ~ 企業資源を活かしたパートナーシップによる防災⼒強化 ~

複数選択

災害⽀援事業_
①防災・減災⽀援_②緊急災害⽀援





Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 191/200字

(2)団体の概要・活動・業務 200/200字

Ⅱ.事業概要

(終了)

_17.パートナーシップで目
標を達成しよう

17.17 マルチステークホルダー・パートナーシップ   さ
まざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にし
た、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシッ
プを奨励・推進する。

企業と多様なステークホルダーの連携を促進し、共同で防災・減災活動を展開します。

資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です
実施時期

なし
福岡県、熊本県、大分
県

本事業における、不動産（土地・建物）購入の有無
※助成金で土地の購入はできません。建物の購入（建
物新築含む）は原則できません。自己資金等で購入す
る場合は認められます。詳しくは公募要領をご確認く
ださい。

799万（地域の人口）、35万社（地域の事業所数 熊本県
74,104社、福岡県 223,008社、大分県  54,443社。計 351,555
社）

地域住民20万人：熊本地震の県内40市町村が20万3,882件の罹
災証明書が発行されていることを踏まえた。
事業所数8,800社：人口比で算出

8.5   2030年までに、若者や障害者を含む全ての男性及
び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある
人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成す
る。

防災・減災、災害支援プロジェクトを通じて、地域住民に働きがいのある仕事の機会を提供し
ます。

_8.働きがいも経済成長も

(開始) 2024/11/1

直接的対象グループ 対象地域（熊本県、福岡県、大分県）の住民及び同地域内の企業・団
体

(人数)

最終受益者 対象地域の災害脆弱性を持ち支援が必要な住民と地域企業・団体 (人数)

2028/3/31 対象地域

国籍、性別、障害の有無にかかわらず、全ての人が安心して生活できる社会を目指し、防災、減災、災害支援に関心を持つあらゆる人々と協力し、これらの分野での活動を展開
するとともに、災害が発生した際に迅速かつ効果的に対応できる体制と長期的な生活再建を支援する仕組みに取り組む。資金調達や組織強化の伴走支援、ネットワーク構築、緊
急時支援および必要な調査研究により、公益活動の持続可能性を高める。

災害支援分野で活動するメンバーと中間支援団体で助成金事業に携わるメンバーで構成され、各人で災害時の支援ネットワーク構築、遊休施設活用、災害対応を通じ地域の防災
力強化などの実績がある。今後九州の被災自治体と協力し平時からの災害対応、被災者の生活再建に至るまで必要な人に必要な支援を届けるNPOや企業等の伴走支援を行う。組
織基盤強化、地域内外関係構築、資金調達に焦点を当て持続可能な団体運営を後押しする。

国外活動の有無 －



事業概要

735/600字

Ⅲ.事業の背景・課題
(1)社会課題 1078/1000字

(2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 176/200字

九州地方は毎年のように地震、台風、豪雨など多様な自然災害が発生し、多重被災の地域も多く存在します。行政・社協・NPO団体等の３者連携が行
われていますが、初動対応や支援活動の継続性に限界があり、役割分担や情報収集の仕組みが確立されていないのが現状です。度重なる災害により、
行政等が行う支援のみでは復興への道筋に非常に時間がかかり、復旧復興期以降の支援が継続されにくいという大きな課題もあります。

この課題を解決するために、より迅速かつ効率的に継続可能な支援を行い復旧・復興へとつなげるため、企業が持つ資源（人・モノ・技術・ノウハ
ウ・サービスなど）を防災・減災、発災時にも活用し、平時から発災後を想定した企業主導型の防災・減災事業を構築する必要があります。そこで、
防災・減災や発災時のアクションに積極的な企業を掘り起こし、企業の資源や知識を活用した事業を構築し、事業終了後も継続を図ります。また、
BCP（事業継続計画）の観点からも、事業申請当初より複数の企業・団体から成り立つ共同体づくりを促し、民間事業者同士の繋がりによる相乗効果
を生み出します。九州でのこれらの防災・減災への取り組みを事例として取りまとめ、関係各位への広報を実施します。

行政が行っている災害支援事業との違いは、企業が持つ資源を活用し、防災・減災、災害支援活動を迅速かつ柔軟に対応できる点にあります。行政の
災害支援事業は、広範な支援を提供する一方で、決定や実行に時間がかかることが多く、柔軟な対応が難しい場合があります。

今後起きうる災害に対しては、弊社及び実行団体において防災・減災活動及び発災時の災害対応活動についての事業計画、資金計画を作成することで
発災時には速やかに活動の移行が可能となる。

北部九州地域において、近年多重被災が常態化し、経済的な損失と心理的な負担が大きな課題となっている。対象地域は、過去起きた熊本地震（2016年）では、震度7の地震が2
回発生し、災害関連死を含む273人が死亡し、住宅被害は全壊が8,668棟、半壊が34,539棟、一部損壊が153,226棟と甚大な被害をもたらした。経済損失は約3兆7,850億円と推定
されている。また、令和2年7月豪雨（2020年）では、熊本県を中心に豪雨が発生し、球磨川の氾濫により、人吉市を含む広範囲で浸水被害が発生した。この災害で死者67人、住
宅被害は全壊が1,697棟、半壊が2,369棟、一部損壊が3,853棟に上り、経済損失は約5,222億円にのぼる。（熊本災害デジタルアーカイブより）

行政、社協、NPOの３者連携はあるものの、被災地では人的資源、物的資源などが足りず、発災時の支援活動に遅れが出ている現状がある。特に、地域企業が持つ防災・減災や
災害対応にも活用できる資源が活用されないため、災害対応の効率が低下している。企業は防災・減災活動に参加したいという意向を持っている一方で、社内での合意形成や資
金調達等の課題、マネタイズの困難さから支援活動を継続できない状況が生じている。

過去の被災地では、企業の役割として、バイオディーゼル燃料を製造している地域企業が災害ボランティアセンターの拠点に電力を供給したり、支援物資の配布提供や情報共有
の場所として自社スペースを提供するなど、企業が重要な役割を果たした事例が複数ある。しかし、これらの取り組みは一時的なものであり、広範囲、長期間に及ぶ災害対応で
は活用されにくく、限界があるのが現状である。

対象地域においては、企業と行政、地域団体との連携が十分に構築されていない地域もあれば、地域企業の防災減災や災害対応の努力が成果を生み出せていない地域もある。こ
のような状況により、地域全体での防災力や減災力の向上が阻害されており、企業が持つ資源（人・モノ・技術・ノウハウ・サービスなど）を活用し、災害が頻発する北部九州
地域において、より効果的な災害対応が求められている。

私どもは、対象地域で防災減災、災害支援に関する取組みを実施している、もしくはこれから実施したい企業15社にヒアリングを行い、課題を特定しました。その結果、企業が
持つ資源を効果的に活用できる体制の整備が必要であることが分かった。過去の被災した経験を踏まえ、地域企業の防災・減災、災害対応に活かせる資源を活用し、地域全体で
の防災力を強化することが急務である。

行政主導による防災・減災の取り組みが進められている一方で、平時から地域企業を防災・減災、災害対応の担い手として考えておらず、民間共助の仕組みづくりは進んでいな
い状態です。積極的に防災・減災に取り組む行政は、「情報不足や人材不足など、行政だけでは解決できない課題に協力してくれる資源を持つ企業と繋がりたい」と考えてお
り、企業との連携が必要とされています。



(3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 234/200字

(4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 210/200字

Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム

(2)-1 短期アウトカム（資金支援）※資金分配団100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態

Anchorのメンバーは、ひとりひとりは、北部九州地域における災害対応として、支援団体の伴走支援に取り組んでいます。これまでに、災害支援団体や市民団体、行政、社協、
企業と連携し、災害支援分野のプロジェクトに関わりました。プロジェクトを実施する上で、現場の声を知るために訪問調査や関係者の協力のもとアンケートを実施。フェーズ
ごとに変わる被災地の状況を把握し、どんな課題があり必要な支援は何か、使えるリソースは何かなどを模索し、災害支援に取り組む組織の後押しをしています。

国レベルの社会課題である災害時の対応は、行政だけでは難しい現状があります。災害対応の仕組みが明確でない状態では、企業が持つ資源（人・モノ・技術・ノウハウ・サー
ビスなど）も活用し、仮説を立てて方向性を決め、検証・検討しながら継続的に行う視点が必要です。また、事業化するためには費用がかかります。国民のお金を国民のために
より有効に活用するため、本事業は企業主導で行うことが重要であり、休眠預金制度の活用は非常に意義深いです。

本プロジェクトを通じて、企業のアイテムや人的リソース、専門的な知識などを最大限に活用することにより、事業終了後5年後に以下のような成果を目指します。
・今まで参画が進まなかった地域企業が減災防災から発災時までの活動の担い手となる。
・防災・減災、災害支援が継続できる企業の商品・サービスが事業化される。
・企業と地域団体が平時から連携し、信頼関係を構築することで、発災時には迅速で効果的な対応が可能となる。
・防災・減災活動及び発災時の活動についての事業計画、資金計画を作成し、発災時に速やかに活動を移行させる体制が整う。

上記の取り組みにより、地域全体の防災・減災能力が高まり、社会的脆弱性のある方も含めた住民の安全と安心が確保されます。
企業が主導することで、社員が日常的に災害に関する情報に触れるため、防災が「自分ごと」となり、自助、共助、公助、互助の視点を持つことができ、地域に連携が生まれま
す。
また、企業が防災・減災活動に積極的に参画することで、災害時における企業の社会的意義や役割が強化され、CSR（企業の社会的責任）やSDGs（持続可能な開発目標）への貢
献が期待され、経済的な復興と持続可能な社会の実現に寄与します。

モニタリング
【防災・減災】【発災時】平時から企業が持つ資

源（人・モノ・技術・ノウハウ・サービスなど）

を活用し、防災・減災および発災時の活動を担う

ことで、地域住民の安心・安全が大幅に向上す

る。

1）地域企業のうち防災・減災活動に参加し

ている企業の割合。

2）発災時に提供された企業の資源（物資、

人員、技術等）の数。

3）地域住民が防災・減災についてどの程度

認識し、積極的に参加しているかを評価す

るアンケート調査結果。

4）企業と地域団体がどの程度効果的に連携

しているかを評価するフィードバック調査

結果。

1）20%（事業開始前の地域

企業の参加率）

2）0（事業開始前の災害時

提供リソースの数）

3）防災意識が低い（事業開

始前のアンケート調査で、

防災意識の向上が必要とさ

れる割合が高い）

4）連携が不十分（事業開始

前のフィードバック調査

で、企業と地域団体の連携

が不足していると評価され

る）

1）2028年2月までに地域企

業の参加率を60%に向上す

る。

2）2028年2月までに災害時

提供リソースの数を100に増

加する。

3）2028年2月までにアン

ケート調査で、防災意識の

向上が確認される。

４）2028年2月までにフィー

ドバック調査で、企業と地

域団体の連携が効果的と評

価される。



1）20%（事業開始前の企業

社員、家族、地域住民の参

加率）

２）0（事業開始前に実施さ

れた防災に関する講座や訓

練の回数）

3）防災・減災に関する意識

が低い（事業開始前のアン

ケートで、防災・減災に関

する意識向上の必要がある

とされた割合が高い）

4）レジリエンスが低い（事

業開始前のフィードバック

調査で、地域のレジリエン

ス向上が必要と評価され

る）

【防災・減災】【発災時】活動継続を見据えた新

たな防災・減災に係る商品・サービスが開発され

る。

新たな防災・減災に係るビジネスとして、多様な

ステークホルダーと連携することで、活動の持続

性を確保し、地域の防災力を強化する。

1）新しく開発された防災・減災商品・サー

ビスの数

２）新しく開発された防災・減災商品を利

用した企業や住民の数。

3）多様なステークホルダー間の連携の質を

評価するフィードバック調査結果。

４）地域住民や関係者による防災力向上の

評価アンケート結果

1）0（事業開始前に開発さ

れた新規商品・サービスの

数）

2）0（事業開始前の利用者

数）

3）連携が不足（事業開始前

のフィードバック調査で、

ステークホルダー間の連携

が不十分と評価）

4）防災力向上の評価が低い

（事業開始前のアンケート

で、防災力の向上が必要と

される割合が高い）

【防災・減災】【発災時】平時からの備え、関係

性の構築、啓蒙により企業の社員・家族及び地域

住民が防災・減災活動に積極的に参加し、発災時

には地域のレジリエンスが向上する。

1）企業の社員、家族、地域住民の防災・減

災活動への参加率。

2）企業および地域で実施された防災に関す

る講座や訓練の回数。

3）防災・減災に関する意識の変化を評価す

るアンケート調査結果。

4）地域のレジリエンス向上についての評価

を行うフィードバック調査結果。

1）2028年2月までに3件の新

規防災・減災商品・サービ

スを開発

2）2028年2月までに利用者

数を500人に達する

3）2028年2月までにフィー

ドバック調査で、ステーク

ホルダー間の連携が効果的

と評価される

4）2028年2月までにアン

ケート調査で、防災力の向

上が確認される

1）2028年2月までに企業社

員、家族、地域住民の参加

率を70%に向上する。

2）2028年2月までに実施さ

れる防災に関する講座や訓

練の回数を10回に増加す

る。

3）2028年2月までにアン

ケート調査で、防災・減災

に関する意識の向上が確認

される。

4）2028年2月までにフィー

ドバック調査で、地域のレ

ジリエンス向上が評価され

る。



(2)-2 短期アウトカム（非資金的支援）※資金分100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態

1）0（事業開始前の計画見直
し回数）

2）48時間（事業開始前の災
害発生から支援提供までの平
均時間）

3）柔軟性が低い（事業開始
前のフィードバック調査で、
支援提供の柔軟性が不足して
いると評価される）

4）満足度が低い（事業開始
前のアンケートで、被災者の
満足度が低いと評価される）

【発災時】事業申請時に作成した発災時事業計画及
び資金計画を必要に応じて速やかに見直し、柔軟か
つ効果的な災害対応支援を実施することで、被災者
への支援を迅速に提供する。

１）2028年2月までに計画見
直しを年1回実施し、合計3
回）

2）2028年2月までに災害発
生から支援提供までの平均時
間を24時間に短縮。

3）2028年2月までにフィー
ドバック調査で、支援提供の
柔軟性が高いと評価される。

4）2028年2月までにアン
ケート調査で、被災者の満足
度が高いと評価される。

1）発災時事業計画及び資金計画の見直し回
数。

2）災害発生から被災者への支援が提供され
るまでの時間。

3）支援提供の柔軟性についてのフィード
バック調査結果。

4）被災者が受けた支援に対する満足度アン
ケート結果。

1）実行団体対象としたガバナンス・コンプ

ライアンス研修の数

2）実行団体のメンバーがガバナンスやコン

プライアンスに対する意識を持ち、日常的

な業務においてそれを実践しているか。

1）0回（事業開始前の実行

研修数）

２）意識が低い（事業開始

前の意識調査結果）

1）2028年2月までに実行研

修数を3回に増加

2）2028年2月までに意識調

査結果が高評価。

モニタリング
【組織基盤強化】実行団体のガバナンスおよびコ

ンプライアンス体制が強化され、透明性と信頼性

のある事業運営が可能となる。

1）0（事業開始前に連携を

構築した団体や企業の数）

２）0（事業開始前に共有さ

れた資源の数）

3）評価が低い（事業開始前

の連携による成果に関する

評価アンケートで低評価）

【組織基盤強化】実行団体のファンドレイジング

能力が向上し、新しい資金調達手法を学び、事業

に活用される。

1）事業期間中に導入された新しい資金調達

手法の数

２）研修参加者によるファンドレイジング

研修の満足度評価

1）0（事業開始前の新規資

金調達手法の導入数）

２）満足度が低い（事業開

始前の研修評価で低評価）

1）2028年2月までに新しい

資金調達手法を2つ導入

２）2028年2月までに研修参

加者の満足度評価で高評価

を得る

【環境整備支援】実行団体が他の団体や企業と効

果的な連携を築き、資源（人・モノ・技術・ノウ

ハウ・サービスなど）が効率的に共有される。

1）2028年2月までに連携を

構築した団体や企業の数を

10に増加。

２）2028年2月までに共有さ

れた資源の数を10に増加。

3）2028年2月までに連携に

よる成果に関する評価アン

ケートで高評価を得る。

1）事業期間中に連携を構築した団体や企業

の数

２）他の団体や企業と共有された資源

（人・モノ・技術・ノウハウ・サービスな

ど）の数

3）実行団体内部での連携による成果に対す

る評価アンケート結果



1）0回（事業開始前の防災

訓練実施回数）

2）満足度が低い（事業開始

前の防災訓練に関する満足

度調査結果で低評価）

3）意識が低い（事業開始前

の地域住民や企業の防災力

に関する意識調査で低評

価）

1）2028年2月までに防災訓

練を20回実施

2）2028年2月までに防災訓

練参加者の満足度調査結果

で高評価を得る。

3）2028年2月までに地域住

民や企業の防災力に関する

意識調査で高評価を得る。

1）0回
2）0件
3）調査なし

1）2028年2月までに、オン
ライン情報共有会議の実施回
数 年間8回
2）2028年2月までに、参加
企業数および参画するプロボ
ノ活動の件数 30件
3）2028年2月までに、企業
および団体からの支援体制の
評価：8割以上が満足

【環境整備支援】対象地域（もしくは実行団体の

活動地域）にて地域全体の防災力が向上し、災害

時には迅速かつ効果的な対応が可能となる体制が

確立される。

1）事業期間中に実施された防災訓練の回数

2）防災訓練に参加した地域住民や企業の満

足度調査結果

4）地域住民や企業の防災力に対する意識向

上に関するアンケート結果

1）オンライン情報共有会議の実施回数

2）参加企業数および参画するプロボノ活動
の件数

3）企業および団体からの支援体制の評価
（アンケート調査）

【発災時】オンラインによる情報共有会議を実施
し、被災者への迅速な支援体制を整備します。企業
が参画しやすい仕組みを構築し、プロボノ活動を推
進することで、多様な組織が参画する災害支援の実
現を目指します。



426/200字

240/200字

(3)-1 活動：資金支援 ※資金分配団体入力項目 時期
【防災・減災】【発災時】実行団体は、自社の資源（人・モノ・技術・ノウハウ・サービスなど）を活用し、防災・減災および発災時の活動を担う体制を構築する。自社の
商品を防災、減災、災害支援の転用できるように商品開発やブラッシュアップを行い、平時から防災・減災活動に参加できる環境を整備し、災害時には迅速に対応できるよ
うにします。

【具体的な例】
・特別配慮が必要な方向けの避難所（スフィア基準）や、発災時に不足が予想される福祉避難所を整備。
・「ラストワンマイル」の物資配送システムの構築、企業主導による災害対応チームの形成、緊急物資（食料、水、医薬品など）をストックし迅速に配布する仕組みづく
り。
・平時に防災をテーマにした地域イベントでの交流促進、災害食を日常的に試食できるイベントの開催。
・一次産業関係者との連携を深めるイベントの企画・実施。
・企業間連携や企業プロボノが参画する仕組みづくり
※全てを実施するものではなく、実行団体の計画によります。

事業開始～2025年6月
プロジェクトチームの編成、役割分担、資源の整理を行い、関係者との連携
体制を確立します。

2025年7月～2025年12月
防災・減災、災害支援に転用する商品の開発とブラッシュアップを行い、プ
ロトタイプの作成、テスト、フィードバックの収集を実施します。

2026年1月～2027年12月
防災・減災プロジェクト（実行団体の計画による）などを実施し、プロジェ
クトを通じて地域住民との交流を促進します。

2028年1月～2028年2月
事業の総括と評価を行い、継続的な取り組みの計画を立案し、成果報告書を
作成します。

【防災・減災】【発災時】実行団体は、新しい防災・減災に係る商品・サービスを開発するため、多様なステークホルダーと連携し、ビジネスモデルの構築を行います。地
域の防災力が強化され、活動の持続性が確保されます。

【具体的な例】
・社会的脆弱性を持つ人々向けに商品やサービスを開発。（経済的困難者、社会的孤立者、教育や就労の機会が限られる障がい者、若者、自然災害被災者、移住者、性的マ
イノリティ、健康問題を抱える人が含まれる。）
※全てを実施するものではなく、実行団体の計画によります。

事業開始～2025年6月
初期の調整会議を実施し、各ステークホルダーとの連携体制や役割分担を確
立します。

2025年7月～2025年12月
防災・減災に係る商品・サービスの開発を行い、プロトタイプの作成、テス
ト、フィードバックを通じて製品を改善します。

2026年1月～2027年12月
地域の防災力強化のため、防災減災のビジネスモデル（実行団体の計画によ
る）を実施し、地域住民や企業の防災意識を向上させます。各ステークホル
ダーとの関係を強化します。

2028年1月～2028年2月
事業の総括と評価を行い、成果報告書を作成し、事業終了後も継続可能な体
制を整え、次の災害に備えた計画を立案します。



186/200字

214/200字

91/200字

【防災・減災】【発災時】実行団体は、企業の社員や地域住民を対象に、防災・減災活動の重要性を啓蒙するプログラムを実施します。平時からの備えや関係性の構築によ
り、発災時には地域のレジリエンスが向上します。

【具体的な例】ローリングストックの活用、防災ワークショップの開催、防災をテーマにした地域祭りやイベントの開催
※全てを実施するものではなく、実行団体の計画によります。

事業開始～2025年6月
防災・減災活動の啓蒙プログラムの準備を行い、役割分担と資源の整理を実
施。関係者との連携体制を確立し、情報共有の仕組みを構築します。

2025年7月～2025年12月
啓蒙プログラム（実行団体の計画による）を試行し、企業の社員や地域住民
を対象に実施。改善点をフィードバックします。

2026年1月～2027年12月
啓蒙プログラムなどを実施し、プロジェクトを通じて地域住民との交流を促
進します。

2028年1月～2028年2月
事業の総括と評価を行い、成果報告書を作成。継続可能な体制を整え、次の
災害に備えた計画を策定します。

【防災・減災】【発災時】実行団体は、行政、社協、NPO、大学、地域企業など、多様な地域の主体が協力して災害対応を行うためのパートナーシップを構築します。既存
のネットワークに参加することも想定しています。重要なのは、各団体が持つ専門知識や資源を共有し、より専門的かつ効果的な支援を実現することです。平時から定期的
に情報共有の機会を設け、強固な連携体制を築きます。発災時には、迅速かつ適切な対応ができるように、万全の準備を行います。

事業開始～2025年6月
プロジェクトの初期準備を行い、チーム編成、役割分担を確定。関係者との
連携体制を確立し、情報共有の仕組みを整備します。

2025年7月～2025年12月
行政、社協、NPO、大学、地域企業など、多様な主体とのパートナーシップ
を構築。各団体の専門知識や資源を共有するための会議やワークショップを
実施します。

2026年1月～2027年12月
定期的な情報共有の機会を設け、平時からの備えを強化。連携体制を確立
し、災害対応訓練を実施します。各団体の役割を明確にし、効果的な支援体
制を整備します。

2028年1月～2028年2月
事業の総括と評価を行い、成果を振り返り、継続的な取り組みとしての計画
を立案します。事業終了後も持続可能な体制を整え、次の災害に備えます。
また、成果報告書を作成し、関係者へのフィードバックを行います。

事業期間内、年度毎に最低１回（合計最低３回）実施。
具体的なスケジュールや内容は、商品やサービスの開発状況や企業の規模に
より異なる可能性があるため、柔軟に計画を調整しながら実施する。

【発災時】実行団体は、事業申請時に作成した発災時事業計画および資金計画を定期的に見直し、改善を図ります。柔軟かつ効果的な災害対応支援が可能となり、被災者へ
の迅速な支援が提供されます。



212/200字

67/200字

102/200字

161/200字

(3)-2 活動：組織基盤強化・環境整備：非資金的支援 時期
【防災・減災】実行団体は、商品開発やブラッシュアップを行いながら、平時からの防災・減災活動に参加できる体制を整えます。また、災害時には迅速に対応できる体制
や商品、サービスを構築します。このために、連携会議の開催、専門家の紹介、連携可能な企業や団体の紹介、行政の紹介などを行います。これにより、最終受益者により
良い商品やサービスを提供できるだけでなく、実行団体としての認知度向上や、休眠預金活用事業としての認知にも繋がります。

事業開始～2026年3月
商品開発のブラッシュアップや事業化の準備を進め、関係者の意識啓発と情
報共有を重視し、災害時の対応体制を整えます。

2026年4月～2027年3月
商品やサービスの質を専門家により向上させるブラッシュアップ期間で、災
害時の対応体制を強化し、情報共有会や連携推進を行います。

2027年4月～2028年2月
行政や企業との連携を強化し、関係者間の情報共有と連携をさらに推進しま
す。月1回の情報共有会や年度毎の企業訪問を通じて、事業の進捗を確認
し、実行団体の認知度向上と持続可能な活動の実現を目指します。

事業期間内で月に1度の情報共有会を実施し、年度毎に最低1回の企業訪問を
行い、進捗状況を確認しつつ、活動を推進します。

【防災・減災】【発災時】本事業で開発した商品やサービスの運用を含めたBCPを策定するため、専門家を交えた計画、構築、運用を実施します。 事業開始～2026年3月
現行のBCPを整理し、専門家と共に新たな計画策定と運用を進めます。

2026年4月～2027年3月
災害を想定した訓練と実際の運用を通じてBCPの検証と改善を行います。

2027年4月～2028年2月
策定したBCPを行政や地域社会と共有し、災害時の迅速な対応を図るための
共有会議を定期的に実施します。

【防災・減災】3年目の事業報告会を開催します。専門家や行政関係者、防災減災分野や災害支援分野の企業・団体も参加し、今後の展望や事業化について議論します。こ
の取り組みを通じて、企業の参画を促進していきます。

事業3年目 2027年4月～2027年12月に、事業報告会を開催します。（1回）

【防災・減災】【発災時】実行団体の組織基盤強化と人材育成のためのガバナンス・コンプライアンス体制に関する相談会や個別相談を実施します。また、事業評価に関す
る支援も行います。実行団体のビジョン・ミッション・バリューが明確化され、組織体制が整備されます。実行団体は組織としての能力が向上し、持続可能な活動の実現が
期待されます。

事業開始～2027年12月
相談会、個別相談を実施。実行団体の都合や参加者のスケジュールに合わせ
て調整。内容は、組織の現状分析と課題抽出、ビジョン・ミッション・バ
リューの策定、ガバナンス・コンプライアンス研修会実施、組織統治体制の
整備、評価支援の実施など。



125/200字

85/200字

0/200字

Ⅴ.広報戦略および連携・対話戦略

235/200字

214/200字

広報戦略

・弊社と実行団体の事業内容をプレスリリース、SNS、ウェブサイトなどで発信し、関係団体に説明します（九経連、九州経済産業局
所管の九州SDGs経営推進フォーラム、九州経済調査協会、各県市の事業関連部署、九州JCなどの参画企業や団体を対象）。

・社会的企業や災害支援分野・社会課題の解決に関心を持つ地域の中小企業や大企業を対象に、個別面談を重視しつつ、適宜WEBや
SNSで広報活動を行います。企業社員やその家族、地域住民の参加意識を高め、防災・減災活動の認知を促進します。

連携・対話戦略

・実行団体や本事業に関心のある団体・企業などの関係者を集め、実行団体の活動報告や意見交換、知識共有のためのシンポジウムを
開催する。
・実行団体の現地視察や意見交換会を年に1度実施し、実行団体同士の相互理解を深める。
・毎月1回以上、オンラインや現地訪問による面談を行い、定期的に情報共有と評価を実施し、事業の進捗と成果を確認する。
・事業評価に関しては、評価に関する集合研修や個別面談を実施し、個々の事業内容に応じた支援を行う。

事業開始～2027年12月
本事業の内容を纏めた報告書を作成し、関係機関に配布する計画です。2024
年11月から、カメラマンやライターと連携し、本事業内容の経過を撮影や取
材を通して準備を進めます。また、企業訪問、関係団体も適宜の取材を行
い、2027年12月までに報告書の作成を完了します。

2028年1月～
報告書を配布する。

【防災・減災】【発災時】本事業の内容を記録し、実行団体の活動をまとめた報告書を作成し、関係機関に配布します。防災・減災分野や災害支援分野に関心のある教育機
関や行政、九経連などの経済団体に、企業主導の防災・減災、災害支援の機会を広げることを目指します。

【防災・減災】【発災時】企業の防災・減災、災害支援に対する意識調査を行い、関心のある企業を掘り起こし、具体的な関わり方を見出すことで、企業が参画しやすい仕
組みを構築する。

事業開始～2027年10月
企業の防災・減災、災害支援に対する意識調査や訪問を行い（50社程度）、
関心のある企業を掘り起こし、具体的な関わり方を見出すことで、企業が参
画しやすい仕組みを構築する。



Ⅵ.出口戦略・持続可能性について 助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。

218/400字

219/400字

Ⅶ.関連する主な実績
(1)助成事業の実績と成果 248/800字

(2)申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 242/800字

①民間企業や金融機関と連携して、寄付や共同プロジェクトなどで資金を集めます。成果や社会的影響を示し、スポンサーの関心を引
く仕組みを構築します。
②事業成果に基づいたデータや評価を行い、社会的価値を創出します。企業や経済団体との連携を強化し、課題解決に貢献します。
③行政や関係機関とのパートナーシップを深め、事業成果を基にした政策提言や制度化を推進します。公的支援の枠組みを整備し、社
会課題の解決に向けた持続可能な取り組みを支援します。

・事業実施により開発した商品やサービスを活用して収益化を目指す。
・事業実施により構築したパートナーシップや関係性を活かし、他組織との連携を強化する。
・自主事業での収益化を目指し関連商品・サービスの開発を継続。新たなマーケットでの事業の成長や拡大を図る。
・関係省庁や政策立案者との対話により現場の声を反映した政策提言に繋げる。
・地方自治体との協力体制を強化し、地域の防災・減災活動の担い手として認知され、委託事業などの採択に繋げる。

弊社設立が2024年3月であるため、団体としての実績はないが助成事業経験者により事業を実施する。
・代表理事村上は実行団体としての経験がある。
・理事大橋は資金分配団体POとして活動している（本事業では事務局サポート）
・理事外山は資金分配団体POを4事業経験している（現在1事業のPOとして活動している）。また、公益法人での100事業以上の助成金交付、1,000団体以上の伴走支援経験があ
り、助成金申請支援における獲得助成金額は 1,436,411,866円である。（本事業では事務局サポート）

【調査研究】
2021年、2022年に20社程度の対面調査を行いました。約6割の企業が物資の提供や人的支援など災害支援の実績があり、約7割が支援をすることに積極的であることが分かりまし
た。一方、今後の課題としては、支援を継続していくための資金調達（マネタイズ）、行政（社協）との連携強化、あるいは地域団体との連携等がありました。

【連携、マッチング】
ボランティア団体と地域課題に取り組み団体などの地域活動団体間のマッチングを実施している。また、資金調達に係る相談対応も行っている。

資金分配団体

実行団体





資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

1

資金分配団体
2024/11/01 2028/03/31

事業名
団体名
事業名
団体名

プログラムオフィサー関連経費
評価関連経費

申請団体
事業期間

資金分配団体
九州防災・減災企業連携プロジェクト
一般社団法人Anchor

実行団体

助成金

事業費 141,156,000

実行団体への助成 120,000,000

実行団体用
合計

管理的経費 21,156,000
26,816,500
12,334,500

資金分配団体用 6,334,500
6,000,000

180,307,000

～



資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

2,580,000 56,192,000 46,192,000 36,192,000 141,156,000
50,000,000 40,000,000 30,000,000 120,000,000

2,580,000 6,192,000 6,192,000 6,192,000 21,156,000 15.0%

2. プログラム・オフィサー関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

3,332,500 7,948,000 7,768,000 7,768,000 26,816,500
2,082,500 4,998,000 4,998,000 4,998,000 17,076,500
1,250,000 2,950,000 2,770,000 2,770,000 9,740,000

3. 評価関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

772,500 3,854,000 3,854,000 3,854,000 12,334,500 －
772,500 1,854,000 1,854,000 1,854,000 6,334,500 4.5%

2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 5.0%

4. 合計 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

6,685,000 67,994,000 57,814,000 47,814,000 180,307,000

事業費 (A)
実行団体への助成 事業費(A)に対する

割合
助成上限に抵触した
場合、ERROR表示－

管理的経費

評価関連経費 (C)
資金分配団体用
実行団体用

事業費 (A)/実行団体
への助成に対する割

助成上限に抵触した
場合、ERROR表示

助成金計(A+B+C)

プログラム・オフィサー関連経費 (B)
プログラム・オフィサー人件費等
その他経費



資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 100.0% FALSE

【参考】年度別の助成金による補助率(A/(A+D))
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

補助率 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

年度 予定額[円] 調達方法 調達確度

自己資金・民間資金合計 (D) 助成金による補助率(A/(A+D)) 特例申請対象

0
特例申請について
事業費のうち自己資金・民間資金による負担を20%未満とすることを申請する場合は「自己資金に関する申請書」に理由等を明示してく
ださい。
特例申請が認められた場合でも、複数年度の事業では、最終年度の補助率は 80％以下とします。

説明（調達元、使途等）

必須入力セル 任意入力セル





  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

団体情報入力シート

法人格 団体種別 一般社団法人 資金分配団体/活動支援団体

団体名 一般社団法人 Anchor
郵便番号 862-0956
都道府県 熊本県
市区町村 熊本市中央区水前寺公園

7-43-407
090-1349-3259
https://anchor-kyushu.studio.site

2023/09/18

番地等
電話番号

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト

その他のWEBサイト
(SNS等)

設立年月日
法人格取得年月日

フリガナ
氏名

2024/03/21

ムラカミ ナオコ
村上 直子
代表理事
トヤマ シンイチロウ
外山 伸一郎
代表理事

4
3
0
1
0

代表者(1)
フリガナ
氏名
役職

代表者(2)
役職

役員数［人］
理事・取締役数［人］
評議員［人］
監事/監査役・会計参与数［人］

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］

職員・従業員数［人］
常勤職員・従業員数［人］

有給［人］
無給［人］

非常勤職員・従業員数［人］
有給［人］
無給［人］

事務局体制の備考

0
0
0
0
0
0
0

必須入力セル 任意入力セル





(12)過去に休眠預金事業で助成を受けた実績

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択
された場合
申請中・申請予定又は採択され
た資金分配団体又は活動支援団
体名

申請中・申請予定又は採択され
た事業名

一般社団法人Anchor ＋Kyushu活動支援
枠

活動支援団体に申請
中（ 当落未定）

番号

対象 申請

年度 事業 種別・状況

2024年度





2023/11/2版

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 九州防災・減災企業連携プロジェクト 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 一般社団法人Anchor

過去の採択状況：
通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていな
い。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第13条

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第12条

公募申請時に提出 定款 第15条

公募申請時に提出 定款 第12条

公募申請時に提出 定款 第18条

公募申請時に提出 定款 第19条

社団法人のため提出し
ない

. . .

公募申請時に提出 理事会規程 第2条4

公募申請時に提出 理事会規程 第2条5

. . .

公募申請時に提出 理事会規程 第3条

公募申請時に提出 理事会規程 第4条

公募申請時に提出 理事会規程 第3条

公募申請時に提出 理事会規程 第4条、第5条、第6条

公募申請時に提出 理事会規程 第15条

公募申請時に提出 理事会規程 第9条

公募申請時に提出 理事会規程 第13条

公募申請時に提出 理事会規程 第9条、第10条

⚫ 理事の職務
権限に関する規
程

. . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 理事の職務権限規程 別表

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第23条

. . .

公募申請時に提出 役員の報酬等並びに費用に関する規程 第3条

公募申請時に提出 役員の報酬等並びに費用に関する規程 第5条

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で
行う」という内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に
関する除外規定は必須としないこととします。

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事
の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、
理事の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」
という内容を含んでいること

定款

・定款
・理事会規則

役員及び評議員の報
酬等並びに費用に関
する規程

（６）決議（過半数か3分の2か）

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分の
み提出をお願いします。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへ
ご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

・評議員会規則
・定款

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担
が規定されていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してく
ださい

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（２）報酬の支払い方法



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第3条

公募申請時に提出 倫理規程 第4条

公募申請時に提出 倫理規程 第5条

公募申請時に提出 倫理規程 第6条

公募申請時に提出 倫理規程 第7条

公募申請時に提出 倫理規程 第８条第９条

公募申請時に提出 倫理規程 第11条

公募申請時に提出 倫理規程 第12条

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第６条第１項第２項

公募申請時に提出 倫理規程 第７条

公募申請時に提出 倫理規程 第6条第３項

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第3条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第5条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第5条

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 第4条

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 第10条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 事務局規程 第2条、別紙

公募申請時に提出 事務局規程 第3条

公募申請時に提出 事務局規程 第4条

公募申請時に提出 事務局規程 第6条

. . .

公募申請時に提出 給与・賞与規程 第2条

公募申請時に提出 給与・賞与規程 第5条、第6条

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 情報公開規程 第8条

公募申請時に提出 情報公開規程 第6条、別表

公募申請時に提出 情報公開規程 第6条、別表

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規程 第6条、別表

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第6条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第12条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第15条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第15条

⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 経理規程 第5条

公募申請時に提出 経理規程 第3条

公募申請時に提出 経理規程 第6条

公募申請時に提出 経理規程 第7条

公募申請時に提出 経理規程 第16条

公募申請時に提出 経理規程 第11条、第12条

コンプライアンス規程

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その
内容を公表する」という内容を含んでいること

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁
止のための自己申告
等に関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（６）収支予算

（４）緊急事態対応の手順

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン
（平成28年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（４）事務処理（決裁）

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に
対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組
織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（２）職制

（３）職責

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う
部署が設置されている 」という内容を含んでいること

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を
与える行為を行わない」という内容を含んでいること

（６）ハラスメントの防止

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相
反を防ぐ措置」について具体的に示すこと

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（１）基本的人権の尊重

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）



公募申請時に提出 経理規程 第20条第21条第22条（７）決算





















総会規程

第 1 章 総則

（目 的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）の定款第５１条に

基づき、総会の運営に関し必要な事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図

ることを目的とする。

（構成及び出席)
第２条 総会は、正会員をもって構成する。

２ 理事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。

３ 監事は、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

第２章 総会の招集

（総会の開催及び招集者）

第３条 総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の２種とする。

２ 定時社員総会は、毎年 1回、毎事業年度終了後３か月以内に開催するものとし、代表理

事（代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは理事の中から招集者を互選す

る。）がこれを招集する。

３ 臨時社員総会は、必要がある場合に開催するものとし、代表理事がこれを招集する。

４ 前項にかかわらず、代表理事は、正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示

して総会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく総会を招集する。

（招集の手続）

第４条 総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。

（1）総会の日時及び場所

（2）総会の目的である事項があるときは、その事項

（3）総会の目的である事項に係る議案（当該目的である事項が議案となるものを除く。）

の概要（議案が確定していない場合にあっては、その旨）

（招集の通知）

第５条 総会を招集するには、代表理事は、総会の開催日の７日前までに、各正会員に対し

て、通知しなければならない。

２ 前項の通知には、第４条第１項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならな

い。

３ 第 1項の通知を電磁的記録をもって行う場合は、あらかじめ正会員から承諾を得て行う

ものとする。

（招集手続の省略）

第６条 前条の規定にかかわらず、総会は、正会員の全員の書面又は電磁的記録による同意



があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第３章 総会の議事

（議 長）

第７条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるとき又は

代表理事が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。

（総会の決議事項）

第８条 総会は、定款に定める次の事項を決議する。

（1）理事及び監事の選任又は解任

（2）役員及び正会員の報酬等並びに費用に関する規程の制定又は改廃

（3）貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）及び財産目録の承認

（4）定款の変更

（5）残余財産の処分

（6）基本財産の処分又は除外の承認

（7）その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

（決 議）

第９条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過

半数をもって行う。

（総会への報告事項)
第１０条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調

査するものとし、この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項

があると認めるときは、その調査結果を総会に報告するものとする。

（議事録）

第１１条 総会の議事については、法令及びこの法人の定款で定めるところにより、議事録

を作成しなければならない。

２ 議事録には、別表に掲げる場合の区分に応じ、これに定める事項を記載し、総会の議

長は、当該議事録に記名押印するものとする。

（決議の省略）

第１２条 理事が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき

議決に加わることのできる正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし

たときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）

第１３条 理事が、正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、

その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。



第４章 雑 則

（改 廃）

第１４条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和６年 ３月 １４日から施行する。（令和 ６年 ３月 １４日理事会決議）

（別表）議事録記載事項

Ⅰ 第５条の規定により総会が開催された場合

１ 開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は正会員が総会に出席をし

た場合における当該出席の方法を含む。）

２ 議事の経過の要領及びその結果

Ⅱ 第１２条の規定により総会の決議があったものとみなされた場合

１ 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

２ 総会の決議があったものとみなされた日

Ⅲ 第１３条の規定により総会への報告があったものとみなされた場合

１ 総会への報告があったものとみなされた事項の内容

２ 総会への報告があったものとみなされた日



理事会規程

第１章 総則

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）の定款第５１条に基づき、こ

の法人の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

（構成及び出席）

第２条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

２ 理事は、やむを得ない事由がある場合を除き、理事会に出席しなければならない。

３ 監事は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

４ 各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総

数の３分の１を超えてはならない。

５ 他の同一団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の

総数の３分の１を超えてはならない。

第２章 理事会の招集

（理事会の開催）

第３条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。

２ 通常理事会は、毎事業年度に１回以上、開催する。

３ 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）代表理事が必要と認めたとき

（2）代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

（3）監事から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第１９

７条において準用する同法第１００条に規定する場合において、必要があると認めて代表理事に招集

の請求があったとき

（招集）

第４条 理事会は代表理事（代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは各理事）が招集す

る。

２ 代表理事は、前条第３項第２号又は第３号の請求があった場合は、その請求があった日から５日以

内に、請求の日から 2 週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

（招集の通知）

第５条 理事会を招集するときは、開催日の 7 日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、

場所、目的である事項を通知しなければならない。

（招集手続の省略）

第６条 前条の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の書面又は電磁的記録による同意が

あるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。



第３章 理事会の議事

（議長）

第７条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。ただし、代

表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。また、

代表理事が特別の利害関係を有する決議に関しても同様とする。

（理事会の運営）

第８条 理事会は、在任する理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

２ 理事は、理事会の目的である事項に係る議案の内容に関し、自らが特別な利害関係を有するおそれ

があると認める場合には、当該議案の審議に先立ち、議長に申し出なければならない。

３ 議長は、前項の申出を受け、又は、自らの判断により、理事会の目的である事項に係る議案の内容

に関し、特定の理事が特別の利害関係を有すると認めるときは、当該理事を当該議案の審議及び決議

から除くものとする。

（決議）

第９条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。

（決議の省略）

第１０条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき

当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提

案について異議を述べたときは、この限りではない。

２ 理事は、前項に定める提案の内容に関し、自らが特別な利害関係を有するおそれがあると認める場

合には、その旨及びその理由を代表理事（代表理事において自らが特別な利害関係を有するおそれが

あると認める場合には、他の理事）に申し出るものとする。

（報告の省略）

第１１条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合におい

ては、その事項を理事会に報告することを要しない。

（関係者の出席）

第１２条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を得て、その意見を求めること

ができる。

（議事録）

第１３条 理事会の議事については、法令及びこの法人の定款で定めるところにより、議事録を作成す

る。

２ 議事録には、別表に掲げる場合の区分に応じ、当該別表に定める事項を記載し、出席した代表理事

及び理事は、当該議事録に記名押印又は法令に従い電子署名するものとする。

第４章 理事会の権限



（権限）

第１４条 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに、代表理事

の選定若しくは解職その他法令又はこの法人の定款で定める職務を行う。

（決議事項）

第１５条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

（1) 法令に定める事項

イこの法人の業務執行の決定

ロ代表理事の選任及び解任

ハ総会の日時及び場所並びに総会の目的である事項の決定

ニ重要な財産の処分及び譲受け

ホ多額の借財

ヘ事業計画書、収支予算書等の承認

ト貸借対照表、損益計算書等の承認

チその他法令に定める事項

（2)その他重要な業務執行に関する事項

イ重要な事業その他の契約の締結、解除及び変更

ロ重要な事業その他にかかる争訟の処理

ハその他この法人の規程に定める事項

二その他理事会が必要と認める事項

第 5 章雑則

（改廃)

第１６条この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日から施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）

別表

議事録記載事項

Ⅰ 第５条の規定により理事会が開催された場合

１ 理事会が開催された日時及び場所

２ 理事会の議事の経過の要領及びその結果

３ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

４ 出席した理事及び監事の氏名

５ 議長の氏名

Ⅱ第１０条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合

１ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

２ 前記 1 の事項を提案した理事の氏名



３ 理事会の決議があったものとみなされた日

Ⅲ 第１１条の規定により理事会への報告があったものとみなされた場合

１ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容

２ 理事会への報告を要しないものとされた日

以上



役員の報酬等並びに費用に関する規程

（目的）

第１条 この規程は、法令及び一般社団法人 Anchor（以下「当法人」という。）の定款５１条に基

づき、当法人の役員（第２条第１号で定義される。）の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定め

る。

（定義等）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)常勤の理事とは、理事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤でない理事とは、

それ以外の理事をいう。

(3)常勤の監事とは、監事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤でない監事とは、

それ以外の監事をいう。

(4)報酬等とは、その名称の如何を問わず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第８９条

で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のい

かんを問わず､また、費用とは明確に区別されるものとする。

(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費､旅費(宿泊費を含む｡)等の経費をいい、報酬等と

は明確に区別されるものとする。

（報酬等の額）

第３条 常勤の理事に対する報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が１名当たり５０

０万円を超えない範囲で（無報酬を含め）理事会において定める。代表理事は、理事会において

定めた代表理事の報酬等の額を､定時社員総会に報告するものとする。

２ 常勤でない理事に対して各事業年度に支給する報酬等の総額は、３００万円を超えない範囲で

（無報酬含め）理事会において定める。代表理事は、理事会において定めた理事の報酬等の額を､

定時社員総会に報告するものとする。

３ 常勤の監事に対する報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が 1 名当たり２５０万

円を超えない範囲とし（無報酬を含め）、社員総会で定める。

４ 常勤でない監事に対する報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が 1 名当たり１

０万円を超えない範囲で（無報酬も含め）社員総会で定める。

（賞与、退職慰労金等）

第４条 当法人は、役員等に対し、前条に規定する報酬等以外に、賞与、退職慰労金その他の報酬

等の支給は行わない。

（報酬等の支払方法）

第５条 常勤の役員に対する報酬等は、各事業年度に支給する報酬等の総額を１２で除した金額を

毎月２５日に、本人が指定する本人名義の銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。ただし、

これと異なる支払方法について理事会で決定することが出来る。



２ 常勤でない理事に対する報酬等は、各事業年度に支給する報酬等の総額を１２で除した金額を

毎月２５日に、本人が指定する本人名義の銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。ただし、

これと異なる支払方法について理事会で決定することが出来る。

３ 常勤でない監事に対する報酬等は、各事業年度に支給する報酬等の総額を 3 月末までに、本人

が指定する本人名義の銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。

（費用）

第６条 役員等が負担した費用については、これの請求があった日から遅滞なく支払うものとす

る。

（改定）

第７条 この規程の改定は、社員総会の決議により行うものとする。

（補則）

第８条 この規程の実施に関し必要な事項は､代表理事が理事会の承認を得て､別に定めるものと

する。

附則

この規程は、令和６年３月１４日から施行する。（令和６年３月１４日社員総会決議）



給与・賞与規程

第１章総則

（適用範囲）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor の就業規則に基づき、職員の給与について定める。

（２）前項以外の嘱託職員、契約職員、パートタイマー、アルバイト等など就業形態が特殊な者に

ついては、この規程は適用せず、その者に適用する規程もしくは個別の契約等の定めによる。

（賃金の構成）

第２条 賃金の構成は次のとおりとする。

基本給

諸手当

通勤手当

時間外勤務割増手当

時間外手当所定休日勤務割増手当

法定休日勤務割増手当

深夜勤務割増手当

（賃金形態）

第３条 賃金は、原則として、月給制とする。

（２）但し、休職、休業、欠勤及び遅刻・早退などにより就業規則に定める所定労働時間の全部又

は一部を休業した場合においては、別に定めがある場合を除きその休業した時間に対応する賃金は

支給しない。

（賃金締切日と支払日）

第４条 賃金は、毎月１日から月末日に締切るものを計算し翌月１５日（支払日が金融機関の非営業

日のときはその前日）に支払う。

（２）第 1 項の規定に関わらず、次の各号の一に該当するときは職員（職員が死亡したときはその

遺族）の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。

1. 職員の死亡による退職のとき

2. その他やむを得ない事情があるとこの法人が認めたとき

第２章計算方法

（賃金の計算方法）

第５条 所定労働時間の全部又は一部を休職、休業、休暇、欠勤及び遅刻・早退により労務の提供を

行わなかった場合においては、次の算定式により賃金を支給する。但し、一賃金支払期間において

出勤がない場合は、支給は行わない。

（2）所定労働時間の一部を休業した場合（遅刻、早退、私用外出）においては、次の算定式により

計算した額を当月の賃金分から減額する。

算定式：（時間給）× （休業時間）



（賃金の支払方法）

第６条 賃金は職員の指定した金融機関の本人名義の口座に振込む。

（２）前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは支払いのとき控除する。但し、第６号以下

については、職員等の過半数代表者との書面による控除協定に基づいて行うものとする。

1. 給与所得税

2. 住民税

3. 健康保険料（介護保険料も含む）

4. 厚生年金保険料

5. 雇用保険料

6. その他、この法人と職員等で協議のうえ、協定して定めた諸控除金

7. その他職員から徴収委託があり、この法人が認めたもの

第３章賃金・手当

（基本給）

第７条 基本給は、各人の役割に応じ、各人に対する業務遂行能力向上と成果への期待、及び各人が

従事している職務の遂行度を踏まえた上で、職責、職務遂行能力、経験、技能、勤怠（欠勤、遅刻、

早退、途中外出）、規律保持、勤務成績、法人業績などの項目を勘案し、各人ごとに人事考課を行い、

決定する。なお、金額については別途定める。

（算定期間）

第８条 本章にいう１か月とは，各賃金計算期間の初日を起算日とする暦による１か月、１年と

は、毎年４月１日から翌３月末日までの１年をいう。

（時間外労働に関する運用）

第９条 労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難い場合について

は、原則として、所定労働時間勤務したものとみなす。但し、所属長から、あらかじめ別段の指示

がある場合はこの限りではない。

（交通機関による通勤手当の支給）

第１０条 通勤手当は、電車、バス等の公共交通機関を利用して通勤する者に対して、この法人が

認めた乗車券相当額の実費を支給する。

（賞与）

第１１条 賞与は支給しない。

第４章 休業・休職等における賃金

（休職中の給与）

第１２条 休職期間中は、無給とする。

（年次有給休暇・特別休暇）



第１３条 職員が年次有給休暇又は特別休暇のうち有給である特別休暇を取得したときは、1 日あた

りの賃金額を支給する。

（生理休暇）

第１４条 職員が生理休暇を取得したときは、無給とする。

（産前産後休業）

第１５条 職員が産前産後休業を取得したときは、無給とする。

（育児時間）

第１６条 職員が育児時間を取得したときは、無給とする。

（母性健康管理の休暇）

第１７条 就業規則に基づく母性健康管理のための休暇もしくは休憩等を取得したときは、無給とす

る。

（育児・介護休業）

第１８条 育児・介護休業規程に基づき育児休業又は介護休業を取得したときは、無給とする。但し、

休業開始日及び休業終了日の属する月の分として支払うべき日がある場合は、日割

計算によって支給する。

（２）育児・介護休業規程に基づき「子の看護休暇」「介護休暇」を取得したときは、無給とする。

（３）短時間勤務により就労が免除された時間は、減額する。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



理事の職務権限規程

第１章総則

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）の定款第２２条、５

１条の規定に基づき、理事の職務権限を定め、法人としての業務の適法かつ効率的な執行を図

ることを目的とする。

（法令等の順守）

第２条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、

協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。

第２章理事の職務権限

（理事）

第３条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、職務を執行する。

（代表理事）

第４条 代表理事の職務権限は、法令、この法人の定款及び別表に掲げるもののほか、次のとお

りとする。

（1）代表理事としてこの法人を代表し、その業務を総理する。

（2）理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。

（理事）

第５条 理事の職務権限は、法令、この法人の定款及び別表に掲げるもののほか、次のとおりと

する。

（1) 代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事に事故があるとき又は代

表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

第３章補則

（細則）

第 6 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別

に定めることができる。

（改廃）

第７条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



（別表）理事の職務権限

項目/決済権者 代表理事 理事

役割

◎この法人を代表し、その

業務を総理

◎代表理事を補佐し、この

法人の業務を執行

◎理事会を招集し、議長と

してこれを主宰

◎代表理事の事故時等の

職務執行

事業計画案及び予算案の作

成に関すること
〇

事業報告案及び決算案の作

成に関すること
〇

人事及び給与制度の立案及

び報告に関すること
〇

重要な使用人以外の者の任

用に関すること
〇

規程案の作成に関すること
〇

国外出張に関すること
〇

国内出張（役員、重要な使用

人）に関すること
〇

支出に関すること

1 件 5万円以上 〇

1 件 5万円未満 〇

セミナー等事業の実施に関

すること
〇

職員の教育・研修に関するこ

と
〇

渉外に関すること
〇

福利厚生（役員含む）に関す

ること
〇

外部に対する文書発簡

特に重要なもの 〇

重要なもの 〇

比較的重要なもの 〇

一般事務連絡 〇

（注）上記にかかわらず、理事の不在時等、理事がその決裁権限を行使できない場合に

おいて、代表理事 が 理事に代わり決裁を行うことは差し支えない。



倫理規程

第１章 基本的事項

（組織の使命及び社会的責任）

第１条 一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）は、その設立目的である、国籍、性

別、障害の有無にかかわらず、全ての人が住み慣れた地域で安心して生活できる社会を目指すた

め、民間公益活動に資する資金（国、地方公共団体の助成金、休眠預金等を含む民間基金等）を

活用すること等を通じて、課題の解決とそのための持続的な仕組みの構築に向けて取り組むこと

を認識し、事業運営に当たらなければならない。

（社会的信用の維持）

第２条 この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持･向上に努めなけ

ればならない。

（基本的人権の尊重）

第３条 この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はし

てはならない

（法令等の遵守）

第４条 この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程を厳格に遵守し、

社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

２ この法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。

３ 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇す

ることなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

（私的利益追求の禁止）

第５条 役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用すること

があってはならない。

（利益相反等の防止及び開示）

第６条 この法人は、利益相反を防止するとともに休眠預金活用法第 20 条第 1 項第項第 6 号に該

当する者でないことを示すため、役員の職歴及び賞罰について自己申告をさせるとともに、情報

公開規程に基づき公開しなければならない。

２ この法人は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を

除いて行わなければならない。

３ この法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」に

ついて自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

（特別の利益を与える行為の禁止）

第７条 役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その

他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。



第２章 ハラスメントの禁止

（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラス

メントの定義）

第８条 ハラスメントを下記のとおり定義する。

（１）パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要

かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメン

トには該当しない。

（２）セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等に

より当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の

就業環境を害することをいう。

また、相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性

に対する言動も該当する。

（３）前号の他の従業員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動

により就業環境を害されたすべての従業員を含むものとする。

（４）妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業

員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境

を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害することをい

う。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動に

よるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。

（５）第１号、第２号及び第４号の職場とは、勤務場所のみならず、従業員が業務を遂行するす

べての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外

の時間を含むものとする。

（禁止行為）

第９条 すべての役職員は、他の役職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場にお

ける健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の第２項か

ら第５項に掲げる行為をしてはならない。また、自社の役職員以外の者に対しても、これに類す

る行為を行ってはならない。

２ パワーハラスメント（前条第１号の要件を満たした以下のような行為）

①殴打、足蹴りを行うなどの身体的な攻撃

②人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃

③自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの

人間関係からの切り離し

④長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなど

の過大な要求

⑤管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求

⑥他の従業員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他

の従業員に暴露するなどの個の侵害

３ セクシュアルハラスメント（前条第２号の要件を満たした以下のような行為）

①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示



③うわさの流布

④不必要な身体への接触

⑤性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

⑥交際・性的関係の強要

⑦性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換

等の不利益を与える行為

⑧その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

４ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント（前条第５号の要件を満たした以下のような

行為）

①部下の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取

扱いを示唆する言動

②部下又は同僚の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

③部下又は同僚が妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ

等

④部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

⑤部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

５ 部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認

する上司の行為

（懲戒）

第１０条 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。

①前条第２項（①を除く。）、前条第３項①から⑤及び⑧、第４項の行為を行った場合

：けん責、減給、出勤停止又は降格

②前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合、前条第２項①又は前条第

３項⑥、⑦の行為を行った場合：懲戒解雇

第３章 その他

（情報開示及び説明責任）

第１１条 この法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、

財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

（個人情報の保護）

第１２条 この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利

の尊重にも十分配慮しなければならない。

（規程遵守の確保）

第１３条 この法人は、必要あるときは、社員総会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の

遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

（改廃）

第１４条 この規程の改廃は、理事会の決議で行う。



附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



コンプライアンス規程

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）の倫理規程の理念に則り、

この法人に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守（以下「コンプライアン

ス」という。）上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資

するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。

（基本方針）

第２条 この法人の役員及び職員（以下「役職員」という。）は、法令、定款及び内部規程の内容

を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

（組織）

第３条 この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。

（1）コンプライアンス担当理事

（2）コンプライアンス委員会

（3）コンプライアンス統括部門

（コンプライアンス担当理事）

第４条 コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの

状況について、報告する。

２ コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライ

アンス統括部門を指揮監督して、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を

有する。

３ コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下のとおりとする。

（1）コンプライアンス施策の実施の最終責任者

（2）コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者

（3）コンプライアンス委員会の委員長

（コンプライアンス委員会）

第５条 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員長とし、コンプライアン

ス統括部門長及び外部有識者を委員として構成する。

２ コンプライアンス委員会は、以下の事項を遂行する。

（1）コンプライアンス施策の検討及び実施

（2）コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング

（3）コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討コンプライアンス違反

事件について原因の究明に向けた分析及び検討

（4）コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定コンプライアンス

違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定

（5）第 3 号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並号の原因の究明に向けた分析及び検討の

結果並びに第４号の処分及び再発防止策の号の処分及び再発防止策の公表

（6）その他コンプライアンス担当理事が指示した事項その他コンプライアンス担当理事が指示し

た事項



（コンプライアンス委員会の開催）

第６条 コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員長の招集により、毎年９月に開催

する。

２ 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。

（コンプライアンス統括部門）

第７条 この法人の総務部をコンプライアンス統括部門とする。

２ コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画、推進及

び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性を挙げるための方針や施策等を検討し、実施す

る。

３ コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス施策の進捗状況その他のコンプライアンス

にかかわる事項をコンプライアンス担当理事及びコンプライアンス委員会に定期的かつ必要に応

じて報告する。

（報告、連絡及び相談ルート）

第８条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速

やかにコンプライアンス統括部門に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通報等を行った場

合はこの限りでない。

２ コンプライアンス統括部門長は、前項の報告で、コンプライアンス違反行為又はそのおそれ

がある事象を知ったときは、直ちにその旨をコンプライアンス担当理事に報告するとともに、事

実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を受けて、当該事象

への対応を実施する。

３ 役職員は、緊急の事態等の事由により、コンプライアンス統括部門を経由することができな

いときは、第１項にかかわらず、コンプライアンス担当理事に直接、同項の報告をすることがで

きる。

（役職員のコンプライアンス教育）

第９条 この法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員はこ

の法人の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。

（懲戒等）

第１０条 職員が第８条第１項から第３項に定める報告を適切に行わなかった場合には、情状に

よりそれらの者を、懲戒処分に処する。

２ 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員（監事を除く。以下本条において同じ。）の場合

は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨

退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。

３ 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を

受けて代表理事がこれを行う。

（改廃）

第１１条 この規程の改廃は、理事会の決議による。



附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



内部通報（ヘルプライン）規程

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）が実施する業務における、

不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、及びこの法人

に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度（「ヘルプライン」と称する。）を設けるととも

に、その運営の方法等、必要な事項を定めることを目的とする。

（対象者）

第２条 この規程は、この法人の役員及び職員・臨時雇・契約社員・派遣従業員を含むすべての

従業員（以下「役職員｣という。）に対して適用する。

（通報等）

第３条 この法人又は役職員の不正行為として別表に掲げる事項（以下、「申告事項」という。）

が生じ、又は生じるおそれがある場合、役職員（この法人が行う事業に直接的又は間接的に関係

する者を含む。）は、この規程の定めるところにより、通報、申告又は相談（以下「通報等」とい

う。）をすることができる。

２ 通報等を行った者（以下「通報者」という。）、通報者に協力した役職員及び当該通報等に基

づく調査に積極的に関与した役職員（以下、「通報者等」という。）は、この規程による保護の対

象となる。

３ 申告事項が生じ、又は生じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき、通報

等を積極的に行うよう努めるものとする。

（通報等の方法）

第４条 役職員は、次に定めるヘルプラインの窓口（以下「ヘルプライン窓口」という。）に対し

て、電話、電子メール又は直接面談する方法等により通報等を行うことができる。各ヘルプライ

ン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途役職員に通知する。

(1) コンプライアンス規程に定めるコンプライアンス担当理事（以下「コンプライアンス担当理事」

という。）

(2)監事

(3)コンプライアンス統括部門長

(4)外部機関

２ 契約又は就業規則その他の規程に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定めに従って

行われる通報等を妨げるものではない。

（ヘルプライン窓口での対応）

第５条 ヘルプライン窓口は、申告事項について受け付け、ヘルプライン窓口は、申告事項につ

いて受け付け、第７条の規定に従い、その対応を行う条の規定に従い、その対応を行うものとす

る。ものとする。

２ 通報等を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報者に対して、通報等を受けた日から２０

日以内に、通報等を受けた事項につき調査を行う旨の通知又は調査を行わないことに正当な理由

がある場合には当該理由を明らかにしたうえ、調査を行わない旨の通知を行うものとする。ただ

し、通報者が当該通知を希望していない場合、匿名による通報等であるため通報者への通知が困

難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。



（公正公平な調査）

第６条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報等の内容（通報者の氏名その他そ

れにより通報者を特定することが可能となる情報（以下「通報者特定情報」という。）を除く。）

を、直ちにコンプライアンス担当理事（ただし、当該通報等が理事の不正行為に係るものである

場合には監事）に報告する。

２ 通報等に係る事実関係の有無及びその内容に関する調査（以下「通報等調査」という。）は、

総務部において実施することを原則とする。ただし、総務部が関係する内容の通報等が対象であ

る場合その他総務部において通報等調査を実施することが適切でない場合には、コンプライアン

ス担当理事又は監事の指示により、他の部署又は担当者に通報等調査をさせ、又は法律事務所等、

外部の調査機関に通報等調査を依頼することができる。

３ 通報等調査は、公正かつ公平に行うものとする。

４ 役職員は、特段の事情がある場合を除き、通報等調査に対して積極的に協力するものとする。

５ 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報者との間で、通報者特定情報につき、

通報等調査の担当者を含むこの法人の役職員に開示することができる内容及びその範囲について

合意し、調査の必要性及び状況の変化等に応じ、通報者との間で協議を行い、かかる合意の内容

を見直すものとする。役職員は、第１項及び第２項にかかわらず、かかる通報者との合意に反す

る開示を行うことはできないものとする。ただし、匿名による通報等であるため通報者との協議

が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

（調査結果の通知等）

第７条 通報等調査を担当した部署（以下「調査担当部署」という。）は、通報等調査について結

果に至った場合には、速やかに、当該結果を、通報等を受け付けたヘルプライン窓口、コンプラ

イアンス担当理事及び代表理事に対して通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者

の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。

２ ヘルプライン窓口は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を通知

する。ただし、通報者に対して通知を行うことが困難な場合はこの限りではない。また、通報等

の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注

意するものとする。

（調査結果に基づく対応）

第８条 コンプライアンス担当理事又は通報等の対象となった業務の執行を担当する理事は、通

報等に基づく調査の結果、不正行為が存在するとの報告を受けた場合、直ちにコンプライアンス

委員会に報告するとともに、事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するよう命令し、

必要に応じて懲戒処分、刑事告発又は再発防止措置等の対応を行う等、速やかに必要な措置を講

じる。

２ 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱いにお

いて、通報等、通報者への協力及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌する

ことができる。

３ コンプライアンス担当理事は、通報等調査の結果及びそれに対する対応の概要（ただし、通

報者等の氏名を除く。）を、速やかに理事会において報告するとともに、遅滞なくこれを公表する

ものとする。



（情報の記録と管理）

第９条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口及び調査担当部署は、通報者等の氏名（匿名の場合

を除く。）、通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内において記録し、保管するものとする。

ただし、通報者に関する情報が、第６条第５項の規定に基づき許容される範囲を超えて開示され

ることがないよう留意するものとする。

２ 通報等を受けた各ヘルプライン窓口、調査担当部署又はコンプライアンス委員会に関与する

者その他通報等に係る情報を取得した者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、第

６条第２項の規定により、外部の調査機関に当該情報を開示する場合には、当該開示を受けた項

の規定により、当該開示を受けた者が第三者に当該情報を開示し、又は漏洩することを防止する

措置を講じるものとする。

３ 役職員は、各ヘルプライン窓口又は調査担当部署に対して、通報者特定情報の開示を求めて

はならない。

（不利益処分等の禁止）

第１０条 この法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通

報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等

の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行っ

てはならない。

（懲戒等）

第１１条 個人に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を行った場合、第９条第２項に

規定する者が通報者等の氏名その他通報等に係る情報を開示し、若しくは漏洩した場合、役職員

が通報者等の氏名等通報者等に関する情報の開示を求めた場合又は前条の規定に違反した場合に

は、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。

２ 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員（監事を除く。以下本条において同じ。）の場合

は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨

退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。

３ 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰に関する委員会

の決定を受けて代表理事がこれを行う。

（内部通報制度に関する教育）

第１２条 この法人は、役職員に対して、公益通報者保護制度を含む内部通報制度に関する研修

を定期的に行い、職員はかかる研修を積極的に受講するものとする。

（改廃）

第１３条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



（別表）

この規程において、不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。

１法令又は定款に違反する行為

２役職員又は取引先その他の利害関係者の安全又は健康に対して危険を及ぼすおそれのある行為

３就業規則その他のこの法人の内部規程に違反する行為（ただし、人事上の処遇に関する不満を

除く。）

４この法人の名誉又は社会的信用を侵害し、又は低下させるおそれのある行為

５その他この法人、役職員又は取引先その他の利害関係者に重大な損害を生じるおそれのある行

為



情報公開規程

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）が、その活動状況、運

営内容、財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正

で開かれた活動を推進することを目的とする。

（法人の責務）

第２条 この規程の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとと

もに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならな

い。

（利用者の責務）

第３条 別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧をした者は、これによって得た情報を、この

規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努め

なければならない。

（情報公開の方法）

第４条 この法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、この規程の定めるところに従

い、主たる事務所へ備置き又はインターネットを利用する方法により、情報の公開を行うものと

する。

（公告）

第５条 この法人は、法令及び定款の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。

２ 前項の公告については、定款第４条の方法によるものとする。

（書類の備置き等）

第６条 この法人は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。

２ この法人は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するものとす

る。ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。

（閲覧等の場所及び日時）

第７条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、コンプライアンス部門

長の指定する場所とする。

２ 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、この法人の休日以外の日とし、書類の閲覧

等が可能な時間は、この法人の業務時間のうち、午前１１時から午後３時までとする。ただし、

この法人は、正当な理由があるときは、閲覧等の日時を指定することができる。

（閲覧等に関する事務）

第８条 第６条第２項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定めると

ころにより取扱うものとする。

(1)様式 1 に定める閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。

(2)閲覧等申請書が提出されたときは、様式 2 に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、申請され

た書類を閲覧に供する。



(3)閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。

（インターネットによる情報公開）

第９条 この法人は、第６条第２項の規定による閲覧等のほか、広く一般の人々に対しインター

ネットによる情報公開を行うことができる。

２ 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は代表理事が定める。

（その他）

第１０条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により定

める。

（管理）

第１１条この法人の情報公開に関する事務の所管部署は、コンプライアンス部門とする。

（改廃）

第１２条この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



様式１

閲覧申請書

一般社団法人 Anchor 代表理事殿

申請 年 月 日

申請者

申請者住所

電話番号

以下のとおり閲覧を申請いたします。

なお、私（申請者）は下記の目的に従って閲覧をした書類から得た情報を、当該目的に即して適

正に使用するとともに、当該情報によってみだりに第三者の権利を侵害しないことを誓約いたし

ます。

閲覧の目的

閲覧を求める書類（該当するものを〇で囲んでください）

１定款

２事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

３事業報告・計算書類及び付属明細書・財産目録

４監査報告

５役員名簿

６理事及び監事の職歴及び賞罰を記載した書類

７役員の報酬並びに費用に関する規程

８運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した

書類

９議事録（理事会、社員総会）

10会計帳簿



様式２

閲覧受付簿

閲覧受

付簿受

付番号

受付年月

日

申請者の住所・氏名 担当者 閲覧希望

書類

備考

住所

氏名

住所

氏名

住所

氏名

住所

氏名

住所

氏名

閲覧ができる 書類

１定款

２事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

３事業報告・計算書類及び付属明細書・財産目録

４監査報告

５役員名簿

６役員の報酬並びに費用に関する規程

７運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

８議事録（理事会、社員総会）

９会計帳簿



リスク管理規程

第１章総則

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）におけるリスク管理に関

して必要な事項を定め、もってリスクの防止及びこの法人の損失の最小化を図ることを目的とす

る。

（適用範囲）

第２条 この規程は、この法人の役職員に適用されるものとする。

（定義）

第３条 この規程において「リスク」とは、この法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失又

は不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、この法人に

関する誤った情報の流布、財政の悪化、法人内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生その

他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての

事象をいう。

第２章役職員の責務

（基本的責務）

第４条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、この法人の定めるリスク管理

に関するルールを遵守しなければならない。

（具体的リスクの回避等の措置）

第５条 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内

容及び程度を適切に評価するとともに、この法人にとって最小のコストで最良の結果が得られる

よう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置（以下「回避等措置」という。）を事前に講じな

ければならない。

２ 役職員は、上位者を含む他の役職員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又は意見を求める

場合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに、当該具

体的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。

（具体的リスク発生時の対応）

第６条 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じるこの法人の物理

的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な

注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別の具

体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。

２ 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするとと

も職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするととも

に、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。に、その後の処理に

ついては関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。

３ 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をする

と役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をすると



ともに、その後の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。ともに、その後

の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。

４ 前各項の規定にかかわらず、役職員は、具体的リスクの認識の端緒がヘルプラインである場

合には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報（ヘルプライン）規程に基づく対

応を優先する。

（具体的リスクの処理後の報告）

第７条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録

を作成し、代表理事に報告しなければならない。

（クレームなどへの対応）

第８条 職員は、口頭又は文書により民間公益活動を行う団体その他の利害関係者からクレーム、

異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることに鑑み、直

ちに上位者に報告し、指示を受ける。

２ 前項の報告を受けた上位者は、クレーム、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、

適切に対応しなければならない。

（対外文書の作成）

第９条 役職員は、この法人の外部に発信する文書（以下「対外文書」という。）の作成に当たっ

ては常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招くものでないことを確認しな

ければならない。

２ 職員は、対外文書の作成に当たり、上位者の指示に従わなければならない。

（守秘義務）

第１０条 役職員は、この規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案又は

実施する過程において取得したこの法人及びこの法人の関係者に関する情報に関して、秘密を保

持しなければならず、第 1 条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、この法人の内外を

問わず開示し、又は漏えいしてはならない。

第３章緊急事態への対応

（緊急事態への対応）

第１１条 この法人は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、代表理事をリスク管理統

括責任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。

（緊急事態の範囲）

第１２条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、この法人、この法

人の事業所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、この法人を挙げた対応

の事業所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、この法人を挙げた対応が

必要である場合をいう。

（1）自然災害

地震、風水害等の災害

（2）事故



①爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

②この法人の活動に起因する重大な事故

③役職員に係る重大な人身事故

（3）インフルエンザ等の感染症

（4）犯罪

①建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃

②この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査

③内部者による背任、横領等の不祥事

（5）機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス

（6）その他上記に準ずる法人運営上の緊急事態

（緊急事態の通報）

第１３条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、次項に定めるところにより通報を行

わなければならない。

２ 緊急事態が発生した場合の通報（以下「緊急事態通報」という。）は、原則として以下の経路

によって行うものとする。

・情報認知者→所属部門長→理事→所管公官庁

→代表理事

３ 緊急事態通報に当たっては、迅速性を最優先し、口頭又は電話又は SNS で行う。また、前項

の経路における直接の通報先が不在の場合は、当該通報先の次の通報先へ通報するものとする。

また、緊急性が極めて高い場合には、前項の経路における直接の通報先のみならず、その先の通

報先まで同時に通報する等、臨機の措置をとることを要する。

４ 第２項に定める経路による通報のほか、必要があるときは、担当部署は関係部署にも速やか

に通報するものとする。

５ 通報に係る情報の正確性に確証がない場合であっても、その旨を伝えた上で、適時に通報す

る。

（情報管理）

第１４条 緊急事態通報を受けた事業管理責任者は、情報管理上必要な措置等につき適切な指示

を行う。

（緊急事態の発生時における対応の基本方針）

第１５条 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う部署は、次の各号に掲げる

基本方針に従い、対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室（以下「対策

室」という。）が設置される場合、当該部署は、対策室の指示に従い、対策室と協力して対応する

ものとする。

（1）地震、風水害等の自然災害



①生命及び身体の安全を最優先とする。

②（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

③災害対策の強化を図る。

（2）事故

①爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

・生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・事故の再発防止を図る。

②この法人の活動に起因する重大な事故

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・事故の再発防止を図る。

③役職員に係る重大な人身事故

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・事故の再発防止を図る。

（3）インフルエンザ等の感染症

・生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・集団感染の予防を図る。

（4）犯罪

①建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・不当な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。

・再発防止を図る。

②この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査

・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・再発防止を図る。

③内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事

・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・再発防止を図る。

（5）機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス

・被害状況（機密情報漏えいの有無、この法人外への被害拡大や影響の有無）の把握

・被害の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・再発防止を図る。

（6）その他経営上の事象

この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

（緊急事態対策室）

第１６条 緊急事態が発生した場合又はその発生が予想される場合、代表理事は、必要に応じて

緊急事態対策室を設置するものとする。



（対策室の構成）

第１７条 代表理事は、対策室を設置する。

２ 対策室は、代表理事を室長とし、その他事業経営責任者、担当部署長等代表理事が必要と認

める人員で構成される。

（対策室会議の開催）

第１８条 室長は、必要と認めるときは、対策室会議を招集し、招集後直ちに出席可能な者の出

席により開催する。

（対策室の実施事項）

第１９条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。

（1）情報の収集、確認及び分析

（2）初期対応の決定及び指示

（3）原因の究明及び対策基本方針の決定

（4）対外広報又は対外連絡の内容、時期、窓口及び方法の決定

（5）この法人の内部での連絡の内容、時期及び方法の決定

（6）対策室から指示、連絡、又は命令ができないときの代替措置の決定

（7）対策実施上の役割分担等の決定、対策実施の指示及びその実施状況の確認

（8）その他必要事項の決定

（役職員への指示及び命令）

第２０条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対し

て一定の行動を指示又は命令することができる。

２ 役職員は、対策室から指示又は命令が出されたときは、当該指示又は命令に従って行動しな

ければならない。

（報道機関への対応）

第２１条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態の解決に

支障を来たさない範囲において、取材に応じる。

２ 報道機関への対応は、事業経営責任者の職務とする。

（届出）

第２２条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、迅速に所管官公

庁に届け出るものとする。

２ 前項に規定する届出は、事業経営責任者がこれを行う。

３ 事業経営責任者は、第１項に規定する届出の内容について、予め代表理事の承認を得なけれ

ばならない。

（理事会への報告）

第２３条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事項を報告

しなければならない。

（1) 実施内容



（2) 実施に至る経緯

（3) 実施に要した費用

（4) 懲罰の有無及びあった場合はその内容

（5) 今後の対策方針

（対策室の解散）

第２４条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了したとき、対策室を解散する。

第４章懲戒等

（懲戒）

第２５条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。

（1) 具体的リスクの発生に意図的に関与した者

（2) 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じなか

った者

（3) 具体的リスクの解決について、この法人の指示・命令に従わなかった者

（4) 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、この法人の許可なく外部に漏らした

者

（5) その他、具体的リスクの予防、発生、解決等においてこの法人に不都合な行為を行った者

（懲戒の内容）

第２６条 前条の懲戒処分の内容は、役員（監事を除く。以下本条及び次条において同じ。）又は

職員の情状により次のとおりとする。

（1) 役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による報酬減額を妨げない。

（2) 職員については、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は

懲戒解雇とする。

（懲戒処分の決定）

第２７条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、代表理事がこ

れを行う。

第５章雑則

（緊急事態通報先一覧表）

第２８条 担当部署は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態発生時通報先一覧表（以下「一覧表」

という。）を作成し、この内容を関係者に周知徹底しなければならない。

２ 一覧表は、その内容が常に最新のものとなるよう更新を行うものとする。

（一覧表の携帯等）

第２９条 役職員は、一覧表又はこれに代わり得るものを常に携帯するとともに、常時その所在

又は通報先を明らかにしておかなければならない。



（改廃）

第３０条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



事務局規程

第１章総則

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）定款第５１条の規定に基

づき、この法人の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定め、事務

局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。

第２章組織

（事務局）

第２条 事務局に、総務部、事業部を置く。

２ 各部の分掌は、別紙の「業務の分掌」に定める。

第３章職制

（職員等）

第３条 事務局には、次に掲げる職員を置く。

（1）事務局長

（2）部長

（4）各部職員

２ 事務局長は、前項に規定する職制のほか、必要に応じて職員の職務を設けることができる。

第４章職責

（職員の職務）

第４条 この法人の職員の職務は次のとおりとする。

（1）事務局長は、代表理事の命を受けて、事務局の事務を統括する。

（2）部長は、事業経営責任者の命を受けて、各部の業務を行う。

（3）各部の職員は、部長の命を受けて、各部の業務に従事する。

（職員の任免及び職務の指定）

第５条 職員の任免は、代表理事が行う。

２ 職員の職務は、代表理事が指定する。

第５章事務処理

（事務の決裁）

第６条 事務に関する事項は、原則として担当者が立案し、各部の部長及び事業経営責任者の決

裁を受けて施行する。ただし、重要な事務は、代表理事若しくは理事又は理事会の決裁を経なけ

ればならない。



（代理決裁）

第７条 代表理事、理事又は事業経営責任者が出張等により不在である場合において、特に緊急

に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者があらかじめ指定する者が決裁することができ

る。

２ 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。

（規程外の対応）

第８条 本規程以外の事務局に関する事項で、文書に関する事項は、別に「文書管理規程」に定

める。

（細則）

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるもの

とする。

（改廃）

第１０条 この規則の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



別紙業務の分掌部 分掌事務

総務部 ①理事会及び社員総会運営

②資金管理、経理並びに予算策定及び管理

③事務局運営における総合調整

④人事及び労務

⑤コンプライアンス及びリスク管理関係（コンプライアンス委員会の

運営を含む）

⑥内部通報窓口

⑦規程類の制定及び改廃

⑧購買その他の内部システム関係

⑨その他上記に関連する事項

事業部 ①公益活動を行う団体等への持続可能性を高める資金調達や組織基

盤の強化等伴走支援事業

②公益活動を行うためのネットワーク構築事業

③遊休施設の活動拠点としての整備活用事業

④災害発生時における公益活動団体等への緊急支援事業

⑤上記目的を達成するための調査研究事業

⑥その他前各号に掲げる事業に付帯関連する事業



経理規程

第１章総則

（目的）

第１条 この規程は､一般社団法人 Anchor（以下｢この法人｣という｡）における経理処理に関す

る基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、この法人

の健全かつ能率的な運営を図ることを目的とする｡

（適用範囲）

第２条 この規程は、この法人の経理業務のすべてについて適用する｡

（経理の原則）

第３条 この法人の経理は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に公正

妥当と認められる会計の慣行に準拠して処理されなければならない｡

（会計年度）

第４条 この法人の会計年度は、定款の定めにより、毎年４月１日から翌年３月３１日までと

する｡

（区分経理）

第５条 この法人の経理において、事業契約書又は事業実施要領等に基づく指示等ある場合、

必要に応じて事業毎に区分して経理を行い、会計帳簿を作成して収支状況等を正確に記録する。

２ 前項の事業に係る事業期間中及び事業完了日の属する事業年度の終了後 5年間、これを主

たる事務所に備え付けるものとする。

（経理責任者）

第６条 経理責任者は、事務局長とする｡ただし、経理責任者に事故があるとき又は経理責任者

が欠けたときは、代表理事が経理責任者の職務代行者を指名することができる。

２ 経理事務の担当者は、経理責任者の指示に従って経理事務を処理するものとする。

第２章勘定科目及び帳簿組織

（勘定科目の設定）

第７条 この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握する

ため必要な勘定科目を設ける｡

２ 各勘定科目の名称は、別に定める｡

（会計処理の原則）

第８条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない｡

（1）貸借対照表における資産、負債及び正味財産並びに正味財産増減計算書における一般正味

財産及び指定正味財産についての増減内容は、それぞれその総額をもって処理し、直接項目間

の相殺を行ってはならない｡

（2）その他一般に公正妥当と認められる一般財団法人の会計処理の原則に準拠して行わなけれ

ばならない｡



（会計帳簿）

第９条 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする｡

（1）主要簿

ア総勘定元帳

（2）補助簿

ア現金出納帳 イ預金出納帳 ウその他必要な勘定補助簿

第３章収支予算

（収支予算書の目的）

第１０条 収支予算書は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、

収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする｡

（収支予算書の作成）

第１１条 経理責任者は、事業計画に基づき、資金収支ベースの収支予算書の案を作成し、毎

事業年度開始の日の３０日前までに代表理事に報告するものとする。

２ 代表理事は、収支予算書を作成し、理事会の承認を得て確定する｡

（収支予算の執行）

第１２条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする｡

２ 収支予算の執行者は、代表理事とする｡

（支出予算の流用）

第１３条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする｡ただし、代表

理事が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない｡

第４章金銭

（金銭の範囲）

第１４条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう｡

２ 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書及び官公署の支払通知書をいう。

３ 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする｡

（会計責任者）

第１５条 金銭の出納及び保管については、その責に任じる会計責任者を置かなければならな

い｡

２ 会計責任者は、経理責任者が任命する｡

（金銭の出納）

第１６条 金銭の出納は、経理責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければならな

い｡

（支払手続）



第１７条 会計事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を

証する書類に基づいて、取引を担当した部署の発行した支払伝票により、会計責任者の承認を

得て行うものとする｡

２ 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない｡

ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれ

に代えることができる｡

３ 銀行振込の方法により支払いを行う場合は､前項による領収証を受け取らないですること

ができる｡

（支払期日）

第１８条 金銭の支払いは、別に定める一定日に行うものとする｡ただし、やむを得ない支払い

についてはこの限りでない｡

第７章決算

（決算の目的）

第１９条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかに

することを目的とする｡

（月次決算）

第２０条 経理責任者は､毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、代表理事に提出し

なければならない｡

（1）合計残高試算表

（2）現預金明細表

（決算整理事項）

第２１条 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計算を

行うものとする｡

（1）減価償却費の計上

（2）未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金及び前受金の計上

（3）有価証券の時価評価による損益の計上

（4）各種引当金の計上

（5）流動資産､固定資産の実在性の確認、評価の適否

（6）負債の実在性と簿外負債のないことの確認

（7）その他必要とされる事項の確認

（財務諸表等）

第２２条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、確定した年度決算に基づき、次に掲

げる財務諸表等の案を作成し、毎事業年度の終了後 2か月以内に代表理事に報告しなければな

らない｡



（1）貸借対照表

（2）損益計算書

（3）財産目録

２ 財務諸表等（収支決算書を除く。）の様式及びその勘定科目は、一般に公正妥当と認められ

る公益法人会計基準に、収支予算書、収支決算書の様式及びその勘定科目は、「公益法人会計に

おける内部管理事項について（平成１７年３月２３日公益法人等の指導監督等に関する関係省

庁申合せ）」にそれぞれ準拠して作成する。

（財務諸表等の確定）

第２３条 代表理事は、前条に規定する財務諸表等を作成し、事業報告とともに監事の監査を

受けた後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を得て財務諸表等及び事業報告を確

定する｡

（細則）

第２４条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が定める｡

（改廃）

第２５条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 第５条については、この法人が休眠預金等活用法に基づく資金分配団体、活動支援団体、

実行団体としての採択を受けた日から適用するものとする。

附則 この規程は、令和６年３月１４日から施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）







一般社団法人 Anchor 社員総会 議事録 
 
１．開催日時：２０２４（令和６）年 ３ 月 １４ 日（木） １０：００～１２：００ 
 
２．場 所：熊本県熊本県熊本市中央区中央区２丁目 新町２丁目 2-23 嶋田ビル 1 階 
      株式会社かつあき会議ブース 
 
３．社員総数 ３名 
 出席社員数 ３名 
 
４．審議事項 
第１号議案 一般社団法人 Anchor 規程の承認に関する事項 
第２号議案 議事録署名人の選任に関する事項 
 
５．資料 
① 一般社団法人 Anchor 役員の報酬等並びに費用に関する規程（案） 
（その他参考資料 理事会承認事項） 
②総会規程（案） 
③理事会規程（案） 
④給与・賞与規程（案） 
⑤理事の職務検眼規程（案） 
⑥倫理規程（案） 
⑦コンプライアンス規程（案） 
⑧内部通報規程（案） 
⑨情報公開規程（案） 
⑩リスク管理規程（案） 
⑪事務局規程（案） 
 
 
６．議事の経過の概要及び議決の結果 
（１） 設立発起人を代表して村上直子が、本日の設立時社員総会は定数を満たしたので、有効に成立し

た旨を告げたのち、開会の辞を述べた。 
（２） 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって大橋護を選任した。 
 続いて、あいさつの後議案の議事に入った。 
 
第１号議案 一般社団法人 Anchor 一般社団法人 Anchor 規程の承認に関する事項 

議長の求めに応じて外山伸一郎より、資料①一般社団法人 Anchor 役員の報酬等並びに費用に関する

規程（案）に基づき各条ごとに説明し、その承認を求めたところ満場異議なく原案のとおり承認可決し

た。 
 
第２号議案 議事録署名人の選任に関する事項 
議事録署名人について、議長から本日出席者の村上直子と外山伸一郎の ２名を指名したところ、全員異

議なく承認し、本案は可決された。 
 



議長は、以上をもって一般社団法人 Anchor の社員総会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会

を宣言した。（１２ 時 ００ 分） 
 
 
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名又は記名・押印する。 

 
 
２０２４年 ３ 月 １４ 日 
一般社団法人 Anchor 社員総会 
 
議 長 大橋護 
 
議事録署名人 村上直子 
 
議事録署名人 外山伸一郎 

  



資料① 設立時社員名簿案 
 
設立時社員の氏名は、次のとおりである。 
１ 住所 熊本県熊本市中央区水前寺公園 7番 43ー407 号 
  設立時社員 村上直子 
 
２ 住所 福岡県久留米市国分町 2014-6 
  設立時社員 大橋護 
 
３ 住所 福岡県福岡市博多区東比恵 3 丁目 11番 9 ‐502 号メゾンド水巻 
  設立時社員 外山伸一郎 
  



資料②一般社団法人 Anchor 定款（案）については別紙のとおり 
  



③ 一般社団法人 Anchor 設立時役員名簿（案） 
 
 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 
   
  設立時理事 村上直子 
   
  設立時理事 大橋護 
   
  設立時理事 外山伸一郎 
   
  設立時監事 寺﨑明子 
  



④ 一般社団法人 Anchor の主たる事務所並びに従たる事務所（案） 
 
 
 



一般社団法人 Anchor 理事会 議事録 
 
１．開催日時：２０２４（令和６）年 ３ 月 １４ 日（木） １２：００～１２：３０ 
 
２．場 所：熊本県熊本県熊本市中央区中央区２丁目 新町２丁目 2-23 嶋田ビル 1 階 
      株式会社かつあき会議ブース 
 
３．理事総数 ３名 
 出席理事数 ３名 
 
４．審議事項 
第１号議案 一般社団法人 Anchor 規程の承認に関する事項 
第２号議案 議事録署名人の選任に関する事項 
 
５．資料 
①総会規程（案） 
②理事会規程（案） 
③給与・賞与規程（案） 
④理事の職務検眼規程（案） 
⑤倫理規程（案） 
⑥コンプライアンス規程（案） 
⑦内部通報規程（案） 
⑧情報公開規程（案） 
⑨リスク管理規程（案） 
⑩事務局規程（案） 
（その他参考資料 総会承認事項） 
⑪役員の報酬等並びに費用に関する規程 
 
６．議事の経過の概要及び議決の結果 
 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって大橋護を選任した。 
 続いて、あいさつの後議案の議事に入った。 
 
第１号議案 一般社団法人 Anchor 規程の承認に関する事項 
 議長の求めに応じて外山伸一郎より、 
①総会規程（案） 
②理事会規程（案） 
③給与・賞与規程（案） 
④理事の職務検眼規程（案） 
⑤倫理規程（案） 
⑥コンプライアンス規程（案） 
⑦内部通報規程（案） 
⑧情報公開規程（案） 
⑨リスク管理規程（案） 
⑩事務局規程（案） 



について各条ごとに説明し、その承認を求めたところ満場異議なく原案のとおり承認可決した。 
 
第２号議案 議事録署名人の選任に関する事項 
議事録署名人について、議長から本日出席者の村上直子を指名したところ、全員異議なく承認し、本案

は可決された。 
 
議長は、以上をもって一般社団法人 Anchor の設立時理事会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、

閉会を宣言した。（１３ 時 ３０分） 
 
 
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名又は記名・押印する。 
 

２０２４年 ３ 月 １４ 日 
一般社団法人 Anchor 理事会 
 
議 長 大橋護 
 
議事録署名人 村上直子 



＜2023年度（2024/3/14〜3/31）収支関連＞

【収入】

日付 項目 金額 備考

3/14 代表理事 外山 ¥50,000 設立準備金

3/14 代表理事 大橋 ¥50,000 設立準備金

3/14 代表理事 村上 ¥50,000 設立準備金

合計 ¥150,000

【支出】

日付 項目 金額 備考

3/14 製本テープ ¥803 定款作成のため

3/14 認印 ¥330 外山,大橋,寺崎分

3/14 定款認証 ¥51,250
3/15 印紙 ¥60,000 登記のため

3/16 社印 ¥3,168 代表理事印,銀行印

合計 ¥115,551

【次年度繰越し金】 ¥34,449
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